
飼養衛生管理基準（豚、いのしし）等の周知・指導のスケジュール
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R2.7.1

夏頃⽬処
国の策定する飼養
衛⽣管理指導等指針
の提⽰

（県）
飼養衛⽣管理指導等計画の策定
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施⾏（⼀部の項⽬を除く。）公布 ⼀部施⾏ 完全施⾏

・防護柵
・防⿃ネット

・飼養衛⽣管理マニュアル
・放牧制限の準備
・⾷品循環資源の加熱処理設備

（指導）
• 過去に指導し、改善を確認していない農場

• 柵、ネット等の未設置農場への指導

• 全農場への指導（飼養衛⽣管理マニュアル作成）
• ⾷品循環資源の加熱処理未対応の農場への指導
• 放牧実施農場への指導

（県）飼養衛⽣管理指導等
計画に基づく指導
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飼養衛⽣管理者の
選任に係る
現場への周知

飼養衛⽣管理者の
選任状況・連絡先
の把握

国・都道府県間で
計画の内容について
調整

特定家畜伝染病防疫指針
の変更

別紙５


